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ＪＣＳＳ 技術的要求事項適用指針 

登 録 に 係 る 区 分 ：熱量  

計 量 器 等 の 区 分 ：熱量標準安息香酸  

 

序文 

この技術的要求事項適用指針（以下、「適用指針」という。）は、ＪＣＳＳにおいて登録の評

価基準として用いるISO/IEC 17025:2005（JIS Q 17025:2005）に規定されている技術的要求

事項の明確化及び解釈を次の適用範囲について示すことを目的としている。 

 

１．適用範囲 

この適用指針は、ＪＣＳＳにおける登録に係る区分「熱量」における熱量標 

準安息香酸に適用する。 

 

２．引用規格及び関連文書 

２．１ 引用規格 

ISO/IEC 17025 :2005（JIS Q 17025 :2005）  試験所及び校正機関の能力に関する一般要求

事項 

International vocabulary of basic and general terms in metrology (VIM) :1993 

（国際計量基本用語集） 

Guide to the expression of uncertainty in measurement (GUM) :1995 

（計測における不確かさの表現のガイド） 

JIS Z 8103 :2000 計測用語 

JIS Z 8703 :1983 試験場所の標準状態 

JIS M 8814 :2003 石炭類及びコークス類－発熱量測定方法 

JIS K 2279 :2003 原油及び石油製品－発熱量試験方法及び計算による推定方法 

JIS Z 7302-1 :1999 廃棄物固形化燃料－第１部：試験方法通則 

JIS Z 7302-2 :1999 廃棄物固形化燃料－第２部：発熱量試験方法  

 

２．２ 関連文書 

  ＪＣＳＳ登録の一般要求事項（認定－部門－JCRP21） 
 ＩＡＪａｐａｎ測定のトレーサビリティに関する方針（認定－部門－URP23） 

  ＪＣＳＳ不確かさの見積もりに関するガイド集 
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３．用語 

３．１ この規程の用語は、ＶＩＭ、ISO/IEC 17025 :2005（JIS Q 17025 :2005）、JIS Z 810

3及びJIS Z 8703の該当する定義を適用する。 

３．２ この技術的要求事項適用指針では、次の定義を適用する。 

 ・特定二次標準物質 ：特定標準物質である熱量標準安息香酸により熱量が値付けされた熱

量標準安息香酸。 

・実用標準物質 ：特定二次標準物質により熱量が値付けされた熱量標準安息香酸。 

・値付け         ：特定標準物質を用いて特定二次標準物質の熱量値を確定するこ

と、又は特定二次標準物質を用いて実用標準物質の熱量値を確定

すること。その確定した熱量値（値付け結果）には、測定の不確かさ

が併記されている。この適用指針における「値付け」は、標準物質以

外の適用指針における「校正」と同等の意味で扱う。 

・値付け用機器 ：実用標準物質の値付けに使用する機器。この適用指針では、「ＪＣＳＳ

トレーサビリティ方針」に定める校正用機器と同等に扱う。 

 ・技術管理主体  ：値付けの技術的操作に総合的な責任を持つ者、委員会等の組織

であってもよく代理人を含む。 

 ・値付け従事者    ：値付け作業に従事する者 

 ・校正事業者   ：実用標準物質の値付けを行う事業者であって、計量法第１４３条第

１項の登録を受けようとする事業者又は既に登録を受けた事業者 

 

４．参照標準 

４．１ 特定標準物質による特定二次標準物質の値付け 

    特定二次標準物質     値付け実施機関  

  熱 量 標 準 安 息 香 酸 で あ る こ

と。 

（財）日本品質保証機構  

 

４．２ 特定二次標準物質による実用標準物質の値付け 

特定二次標準物質である熱量標準安息香酸により、実用標準物質である熱量測定用安

息香酸の熱量を値付けすること。 

なお、実用標準物質の値付けは精製済み安息香酸を０．９５～１．０５ｇ（目量０．１ｍｇ以

下の天びんを使用）を量りとって行うこととする。 

 

４．３ 特定二次標準物質の値付け周期 

特定標準物質による特定二次標準物質の値付けの周期は、値付け実施日の翌月の一

日から起算して、１年とする。 
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ただし、校正事業者が特定二次標準物質について使用時の点検等で、特定二次標準物

質に異常等が検出された場合は、廃棄するか又は上記の期間内であっても特定標準物質

による値付けを受けなければならない。 

 

４．４ 特定二次標準物質の具備条件 

昇華法によって適切な精製が行われた安息香酸であって、純度が９９．９９％以上である

こと。ただし、安息香酸を外部から購入するなどで入手する場合には、次の事項を証明す

る書面を添付すること。 

(1)純度 

(2)適切な精製及び保管が行われていること。 

 

５．設備 

(1) 校正事業者は、実用標準物質の値付け実施に必要な全ての設備及び機器を保有し、

常に良好な作動状況に維持すること。 

なお、必要な設備及び機器を所有せずリース又はレンタル等による場合にあっては、

当該設備及び機器の占有権及び管理権を証明できる貸借の取決めがあること。 

(2) 校正事業者は、実用標準物質の値付け用機器の保管について、十分な手順を確保し

ていること。 

特定二次標準物質は、値付け値が変化しないように密閉容器に入れて保存し、保管

中の水分、異物の混入を避けること。 

(3) 自ら安息香酸を精製する事業者にあっては、原料の安息香酸は、温度、湿度等を考慮

し適切な保管場所を設けること。 

(4) 校正事業者は、特定二次標準物質を実用標準物質の値付け事業以外に使用すること

を制限し、値付け従事者以外の者が許可なく使用することがないように管理すること。 

（ただし、計量法第７１条に定める検定を実施する場合を除く。） 

(5) 実用標準物質の値付けに使用される設備及び機器は、ラベル、マーク等により他の機

器と識別されていること。 

(6) 実用標準物質の値付けに使用される設備及び機器に異常が検出された場合の処置に

ついて、文書化され、校正証明書に記載した結果に影響するような異常がある場合の依

頼者への通知等に関する手順が文書化されていること。 

値付けに必要な機器・設備の例を表１に示す。本例の他、本例と同等以上の精度・性

能を有すると認められる機器・設備を適用することも可能である。 

なお、表１に掲げる校正周期は、あくまでも一般的な使用における最長期間であり、測

定器の使用履歴、性能等を十分把握し、実態に即した校正周期を設定することが望まし

い。                           
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表１ 

                            値付けに必要な機器・設備    

  校正又は  備考  

          名称 最低数量  精度・性能等 点検周期   

       

 熱量測定装置 １式 
計量法第７１条に

定める検定の合格

相当 

１回／年 (注1)  

 （内訳）     

 熱量計本体     

 制御装置      

 計測装置      

 供給水調節水槽      

 熱量計用ボンベ      

 電子天びん １台 計量範囲 

10g以上 

目量 

0.1mg以下 

１回／年 (注2)  

      

      

 電子はかり １台 計量範囲 

10kg以上 

目量 

0.1g以下 

１回／年 (注2)  

      

      

 
ガラス製温度計 

又は 

電気式温度計 

１台 計量範囲 

20～30℃を計れ 

るもの 

目量 0.1℃以下 

１回／3年 (注3)  

     

     

      

 燃焼用酸素 １本 純度 99.9%以上     

       

  

 

乾燥器 

 

１台 

デシケータ又は常

温～100℃が調整

できるもの 

 

１回／年 

 

      

      

（注１）特定二次標準物質で校正していること。 

（注２）自社内で定期的に校正していること。  

校正に用いる分銅は、６項に規定するトレーサビリティがとれていること。 

（注３） ６項に規定するトレーサビリティがとれていること。 
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６．測定のトレーサビリティと値付け 

値付け結果の不確かさ又は有効性に重大な影響を持つ値付け用機器及び環境測定器

は、ＪＣＳＳトレーサビリティ方針に従うこと。 

 

７．施設及び環境条件 

７．１ 施設 

(1) 校正事業者の値付けを行う値付け室は十分な広さを持ち、値付け室の電源、照明、空

調、給排水設備は値付けを適切に実施できるものであること。 

(2) 校正事業者は、隣接区域で行われている活動が値付け業務と両立不可能なものであ

る場合には、隣接区域との間に効果的な仕切を設けること。 

(3) 校正事業者は、値付け事業を行う値付け室等について、立入及び使用を限定し、管理

すること。 

(4) 校正事業者は、事業所内の整理、整とん、衛生のために、適切な手段を講じること。 

７．２ 環境 

校正事業者の環境は、適確に管理され、品質システム文書で規定する定期的な環境計測の

結果を保持すること。 

（例）以下は、望ましい環境の例である。 

1)値付け室の温度： ２５℃±３℃ 

2)値付け室の湿度： ５０％±２５％ 

3)振動の影響 ： 値付けに影響がないこと 

4)電源電圧変動等の影響 ：電気計測器の仕様を満たす十分な容量の電源を使用する

こと 

5)値付け結果に影響を与える塵埃等は、適切な方法により防護する措置を講じてあるこ

と。 

 

８．値付けの方法及び方法の妥当性確認 

実用標準物質の値付け方法は、校正事業者が申請する登 録 に 係 る 区分、種類及び範

囲に関して十分であること。 

値付け方法についての必要条件は次のとおりである。 

1)校正事業者は、全ての値付け手順を文書化していること。 

2)値付け手順書は、具体的かつ詳細に記載されていること。 

3)値付け手順書は、最新の状態に維持され、全ての値付け従事者が利用可能な状態に

あること。 

    （参考） 

熱量測定方法を記述した文書として JIS M 8814（石炭類及びコークス類－発熱量測

定方法）が提供されている。 
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９．最高測定能力及び値付けの不確かさ 

(1) 値付けの不確かさは、ＧＵＭ（1995）：計測における不確かさの表現のガイド（Guide to the 
expression of Uncertainty in Measurement ）によって算出することを原則とし、算出のた

めには寄与する不確かさの各要因を抽出し、統計処理することとする。 
(2) 校正事業者は、使用する設備、値付け用機器及び自らの技術能力の範囲で不確かさ

を決定する。 

(3) 値付けの不確かさの見積もり手順書は、最新の状態に維持され、全ての値付け従事者

が利用可能な状態にあること。 

  （注）登録申請書には、不確かさの見積もり手順書及び不確かさ（最高測定能力）の評

価の結果及びバジェット表を添付すること。 

 

１０．サンプリング 

値付けしようとする安息香酸は、昇華法によって適切に精製した後、清浄な環境の下で

十分に混合し、無作為に２０ｇ以上サンプリングするものとする。 

 

１１．値付けを行う安息香酸の取扱い 

(1) 校正事業者は、値付けを行う安息香酸（値付け品）の識別を明確にし、混同を防止し、

値付け作業の状態の識別を確認できるように文書化されたシステムを備えること。 

(2) 安息香酸の値付けを受け付ける際、依頼の内容を点検し記録する。 

(3) 依頼内容及び値付け品について疑問がある場合等、依頼者と協議し詳細の指示を求

めること。 

(4) 校正事業者は、保管、取扱い、事前準備及び値付け品の劣化又は損傷を避けるため、

手順を文書化し、適切な設備を備えること。その際、値付け品と共に与えられた指示書に

従うこと。値付け品を特定の環境条件下で保管又は条件付を必要とする場合は、その条

件を維持し、監視し、必要に応じて記録すること。 

(5) 校正事業者は値付け品の受託、留保又は安全な処理のための手順を文書化するこ

と。 

(6) 値付け後は、値が変化しないように指定する容器または袋に封入し、その容器または

袋が損傷しないよう梱包されていること。 

 

１２．結果の報告（証明書） 

１２．１ 値付け証明書についての要件 

(1) 校正事業者は、値付け証明書の様式を文書化していること。 

(2) 証明書の発行番号の付与の手続きが文書化されていること。 

(3) 発行された証明書の訂正手続きを文書化していること。 

(4) 証明書の再発行を行う場合は、発行可能な期限を含め、その手続きを文書化して 
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いること。再発行された証明書には、再発行されたものであることを明記すること。 

(5) 外国語による証明書を発行する場合は、その様式を文書化していること。 

(6) 証明書の発行の前に、計算及びデータの転記について技術管理主体等の責任者によ

る確認が行われること。 

１２．２ 値付けの不確かさの表記方法 

証明書に記載する値付けの不確かさの表記方法は、ＧＵＭ（1995）：計測における不

確かさの表現のガイド（Guide to the expression of Uncertainty in Measureme

nt）による表記方法であることを原則とする。 

  （注）熱量標準安息香酸の値付けの不確かさを表記する単位は、「kJ/g(25℃)」とし、小

数点以下第２位に丸めること。 

  （推奨事項）推奨する値付け証明書の記載例を別添１に例示する。 

 

１３．要員 

１３．１ 技術管理主体の責任、知識、経験等 

(1) 技術管理主体は、登録された値付け事業の技術的事項の総合的な責任を負う。 

(2) 技術管理主体は、値付け事業に係る十分な技術的知識を持ち、値付け結果の正確な

評価を行う能力を有すること。 

(3) 技術管理主体は、値付け従事者の教育・訓練及び適切な監督・指示を行う能力を有す

ること。  

 （推奨事項） 

技術管理主体は、熱量標準安息香酸の値付け事業に係る十分な知識と５年以上の経

験を有することが望ましい。 

１３．２ 値付け従事者に対する資格、経験及び教育・訓練の要求事項 

(1) 値付け従事者の資格基準は適切であること。 

(2) 校正事業者は、継続して適切な値付けが実施できるよう、又、最新の技術に対応でき

るように値付け従事者に対して定期的かつ計画的に教育・訓練を行っていること。 

(3) 値付け従事者の教育・訓練の内容は適切であること。 

(4) 値付け従事者の資格、教育・訓練、技能確認及び経験を含む記録を維持すること。 

  （推奨事項） 

値付け従事者は、熱量標準安息香酸の値付け事業に係る十分な知識と２年以上の経

験を有することが望ましい。 

 

１４．サービス及び供給品の購買 

(1) 値付けの品質に影響する物品（値付け用機器、原料等）の品質及び／又は購入先に

ついて文書化し記録すること。 

(2) 値付け用機器を外部校正する場合の依頼先は、６．を満たす事業者であること。 
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(3) 値付け用機器を外部校正する場合の依頼先について記録すること。 

 

１５．登録申請書の記載事項 

登録申請書の記載例を別添２に例示する。 

 

１６．その他 

１６．１ 記録 

(1) 値付け事業に関係する重要な記録を取り、保存すること。 

(2) 各記録の保存は、手書き、電子媒体等（バックアップシステム及びセキュリティをもつも

の）又はコンピュータ処理システム（バックアップシステム及びセキュリティをもつもの）等

いずれでも良い。 

(3) 各記録は、改ざんできない方法を用いること。（電子媒体及びコンピューター処理シス

テムの場合は、無許可のアクセスや修正に特に留意すること。） 

(4) 各記録のうち、重要な生データが存在する場合は保存すること。 

（該当する例）  安息香酸の質量 

 開始室温、終了室温 

 開始内筒水温 

 終了内筒水温又は発熱量表示値 

１６．２ 値付け結果の品質の保証 

(1)  ISO/IEC 17025 :2005（JIS Q 17025 :2005） 5.9（試験・校正結果の品質保証） に基づ

く定期的な技術能力の確認の方法について文書化していること。 

(2) 適用可能な場合、持ち回り試験等の試験所比較に参加し、その記録を維持すること。 
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別添１ 値付け証明書の記載例 
 

               証明書番号          

 

認定シンボル＋認定番号 

 又は 

標章＋登録番号 

  

 （注１） 

証 明 書 

 

依 頼 者（注２） ： 

 

住   所（注２） ： 

 

品   名  ： 熱量標準安息香酸 

 

ロット番号  ： ○○○○○○ 

 

製 造 者  ： 

 

値付け結果 ： ○○. ○○ ｋＪ／ｇ（２５℃） 

 

値付けの不確かさ ：値付け結果に対して±○．○○ｋＪ／ｇ（２５℃） （包含係数 ｋ＝２） 

 

値付け方法 ：特定二次熱量標準安息香酸で校正したボンベ型熱量計を用いて総発熱量を測定 

 

値付け年月日：    年  月  日 

 

値付け結果は、上記に示すとおりであることを証明します。 

 

年  月  日 

登録事業者名及び住所 

証明書発行者名                     印またはサイン 

 

********************************************************************************* 

・この証明書は、計量法第１４４条（第一項）に基づくものであり、特定標準器（国家標準）にトレーサ

ブルな標準器により校正した結果を示すものです。事前の承認なしにこの証明書の一部分のみを

複製して用いることは禁じます。（注１） 

（注１） 認定シンボル、標章及び証明書記載事項については、ＪＣＳＳ登録の一般要求事項を参照するこ

と。 

（注２） 依頼者及び住所は省略する事ができる。 
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 別添２ 登録申請書の記載例 
 

○○年○○月○○日 
     
 

登 録 申 請 書 
     
     
 
独立行政法人製品評価技術基盤機構  殿 
 
 
 
 

住  所  ○○県○○市○○町△△番地××号 
名  所   △△△  ×××工場 
代表者の氏名            ○○ ○○            

 
 
 

計量法第１４３条第１項の登録を受けたいので、同項の規定により、次のとおり申請します。 
 
 
 
   １．登録を受けようとする第 90 条第 1 項の区分並びに第 90 条の 2 の告示で定める区分並びに
計量器等の種類、校正範囲及び最高測定能力 
 

 
登録に係る区分 計量器等の区分 種類 値付けの範囲 

最高測定能力 
（ｋ＝２） 

 

 

熱量 熱量標準安息香酸 熱量標準安息香酸 

＊＊.＊＊～ 

＊＊.＊＊kJ/g 

(25℃) 

＊．＊＊ｋＪ／ｇ 

（２５℃） 

 

       

 
２．計量器の校正等を行う事業所の名称及び所在地 

名  称：△△△  ×××工場 
       所在地：○○県○○市○○町△△番地××号 
 
  ３．計量法関係手数料令別表第１第１２号の適用の有無 
  なし 
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改正の主なポイント 
 
・IAJapan ホームページアドレスの変更。 
・発行所の電話番号の修正。 


